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余 

録明
治
初
期
日
蓮
宗
機
関
誌

に
関
す
る一考
察

―
『
妙
法
新
誌
』
を
中
心
と
し
て
―

 

安
中
　
尚
史

一　

は
じ
め
に

　

立
正
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
日
蓮
宗
の
教
育
機
関
に

関
す
る
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
不
可
欠
な
資
料

に
、
日
蓮
宗
・
日
蓮
宗
関
係
者
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た

宗
報
・
新
聞
・
雑
誌
な
ど
が
あ
る
。
現
在
の
『
宗
報
』

や
『
日
蓮
宗
新
聞
』
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
戦
前
と
戦

後
で
は
日
蓮
宗
に
お
け
る
教
育
機
関
の
位
置
づ
け
が
異

な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
知
る
こ
と
が
適

う
内
容
も
現
在
と
は
大
き
く
違
う
。

　

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
日
蓮
宗
小
教
院
と
し
て

は
じ
ま
っ
た
日
蓮
宗
の
近
代
的
な
教
育
機
関
は
、
専
門

学
校
と
し
て
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
設
立
し

た
日
蓮
宗
大
学
林
を
経
て
、
大
学
令
に
よ
っ
て
一
九
二

四
（
大
正
十
三
）
年
に
立
正
大
学
と
な
っ
た
。
立
正
大

学
の
設
立
以
前
は
日
蓮
宗
が
直
接
の
運
営
・
経
営
に
あ

た
っ
て
い
た
が
、
大
学
令
で
は
私
立
大
学
の
経
営
は
財

団
法
人
が
担
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、

制
度
的
に
は
日
蓮
宗
と
距
離
を
取
る
か
た
ち
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
実
状
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
一
九
四
九
（
昭
和
二
十
四
）
年
に
財
団
法
人
か
ら

学
校
法
人
に
経
営
の
母
体
が
切
り
替
わ
る
ま
で
そ
の
状

況
は
続
い
た
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
教
育
機
関
の
運
営
・
経
営
に

日
蓮
宗
が
ど
れ
ほ
ど
関
与
し
て
い
た
の
か
に
よ
っ
て
、

日
蓮
宗
・
日
蓮
宗
関
係
者
の
資
料
か
ら
把
握
で
き
る
内

容
に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
は
確
か
で
、
特
に
明
治
期
か

ら
昭
和
二
十
四
年
ま
で
は
、
実
質
的
に
も
制
度
的
に
も

宗
報
や
新
聞
か
ら
多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
日
蓮
宗
の
宗
報
に
先
駆
け

て
、
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に
日
蓮
宗
の
機
関

誌
・
布
教
誌
的
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
発
行
し
た

『
妙
法
新
誌
』
の
概
要
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二　
『
妙
法
新
誌
』
の
創
刊

　

こ
の
『
妙
法
新
誌
』
は
一
八
八
〇
年
四
月
二
十
四

日
、
浅
草
新
旅
籠
町
の
雲
錦
社
が
発
行
し
、
そ
の
奥
書

か
ら
社
長
に
林
範
平
、
編
輯
人
に
富
田
豊
次
郎
、
印
刷

人
に
盬
井
高
富
と
い
う
人
物
が
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
管
見
の
限
り
、
こ
の
三
人
に
つ
い
て
は
、
明

治
初
期
に
出
版
事
業
に
携
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
盬

井
高
富
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
か

ら
出
版
が
は
じ
め
ら
れ
た
『
高
祖
遺
書
』（
全
十
二
巻
・

編
輯
人
斉
藤
日
一
）
と
い
う
日
蓮
遺
文
集
の
出
版
人
と

し
て
、
同
書
の
奥
書
に
名
前
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
日
蓮
宗
に
関
連
す
る
出
版
を
手
が
け
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
人
物
に
よ
っ
て
『
妙
法
新
誌
』
は
、
毎
月

二
回
（
十
三
日
・
二
十
四
日
）
発
行
さ
れ
、
読
者
の
対

象
は
主
に
日
蓮
宗
信
者
で
、
日
蓮
宗
の
現
状
を
よ
り
一

層
理
解
さ
せ
る
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
次
の
文
書
か

ら
理
解
で
き
る
。

同第116号の裏表紙 妙法新誌第116号の表紙
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本
宗
ニ
関
係
ア
ル
布
達
及
ビ
各
寺
ノ
願
伺
届
照
会

ノ
書
類
ニ
至
ル
マ
デ
悉
皆
信
徒
ニ
諒
知
セ
シ
メ
ン

ト
ス
是
吾
輩
ガ
信
仰
ノ
微
意
ヨ
リ
出
テ
妙
法
新
誌

ヲ
刊
行
ス
ル
所
謂
ナ
リ

　

本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
主
な
内
容
は
、
日
蓮
宗
に

置
か
れ
て
い
た
教
育
機
関
の
人
事
通
達
や
新
寺
建
立
、

寺
号
公
称
、
廃
寺
復
旧
、
移
転
再
興
に
関
す
る
許
可
通

達
な
ど
で
、
こ
の
他
に
は
平
易
な
内
容
で
信
者
に
向
け

て
書
か
れ
た
「
日
蓮
聖
人
伝
」
や
、「
雑
報
」
と
し
て

日
蓮
宗
に
関
係
す
る
時
報
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

具
体
的
な
発
行
部
数
は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
ど
れ
だ

け
の
範
囲
に
そ
の
内
容
が
伝
わ
っ
て
い
た
か
詳
ら
か
で

な
い
が
、
創
刊
号
の
巻
末
に
「
妙
法
新
誌
売
捌
所
」
と

し
て
二
十
九
カ
所
が
記
さ
れ
、
そ
こ
に
は
東
京
二
十
カ

所
、
大
阪
三
カ
所
、
京
都
二
カ
所
、
横
浜
、
水
戸
、
名

古
屋
、
甲
府
に
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
所
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
、
ま
た
郵
送
に
よ
る
購
読
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
広
い
範
囲
で
読
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
想
像

で
き
る
。

　

そ
の
後
、
第
四
号
（
一
八
八
〇
年
七
月
十
三
日
発

行
）
か
ら
編
輯
人
が
村
上
義
徳
に
変
わ
り
、
ま
た
第
八

号
（
一
八
八
〇
年
九
月
二
十
四
日
発
行
）
か
ら
社
主
が

盬
井
高
富
、
編
輯
発
行
人
が
村
上
義
徳
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
第
十
五
号
（
一
八
八
一
年
一
月
十
三
日
発
行
）

か
ら
編
輯
発
行
人
が
島
村
次
郎
に
な
る
な
ど
、
創
刊
か

ら
一
年
も
経
過
し
な
い
中
で
、
発
行
に
関
わ
っ
て
い
た

人
々
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
理

由
に
つ
い
て
誌
面
か
ら
は
一
切
知
る
こ
と
が
適
わ
な

い
。

三　
『
妙
法
新
誌
』
の
改
変

　
『
妙
法
新
誌
』
第
三
十
八
号
（
一
八
八
一
年
十
二
月

二
十
四
日
発
行
）
に
、
同
誌
の
発
行
体
制
を
大
き
く
変

え
る
こ
と
を
予
告
す
る
一
文
が
次
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ

た
。

　
　

 

新
誌
儀
益
諸
賢
の
愛
覧
を
辱
ふ
し
盛
大
に
相
成
候

に
付
き
今
般
一
層
尽
力
し
明
春
早
々
芝
区
二
本
榎

元（
マ
マ
）町
円
真
寺
へ
移
転
し
社
名
を
改
て
広
宣
社
と
し

従
来
毎
月
二
回
発
兌
の
定
度
を
増
し
毎
月
三
回
と

な
し
宗
務
局
員
斉
藤
日
一
師
を
編
輯
長
と
し
一
切

の
文
務
を
統
括
し
紙
面
上
愈
〳
〵
本
宗
の
宗
義
並

び
に
信
徒
の
美
事
善
行
等
総
て
光
輝
を
発
揚
せ
し

め
ん
と
す
此
旨
広
告
す
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
一
八
八
二
年
か
ら
雲
錦
社
を
芝
区

二
本
榎
本
町
の
円
真
寺
に
移
転
し
、
社
名
を
広
宣
社
に

変
更
し
て
毎
月
三
回
発
行
す
る
と
と
も
に
、
宗
務
局
員

の
斉
藤
日
一
が
編
輯
長
に
就
任
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
移
転
先
は
日
蓮
宗
大
教
院
に
隣
接
す
る
寺
院
で
、

ま
た
新
た
な
編
輯
長
が
日
蓮
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、『
妙
法
新
誌
』
の
発
行
に
日
蓮
宗
が
深
く
関
わ

り
始
め
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

さ
ら
に
『
妙
法
新
誌
』
第
三
十
九
号
（
一
八
八
二
年

一
月
十
三
日
発
行
）
に
も
前
号
と
同
じ
よ
う
に
発
行
社

の
変
更
や
、
日
蓮
宗
僧
侶
の
編
輯
長
就
任
に
加
え
て
、

多
く
の
購
読
者
に
よ
っ
て
本
誌
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
、
毎
月
の
発
行
を
三
回
（
三
日
・
十
三
日
・
二
十

三
日
）
に
改
め
ら
れ
、
誌
面
の
量
的
な
充
実
が
は
か
ら

れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
編
輯
長
の
斉
藤
日
一
の
名
が
第
五
十
八
号

（
一
八
八
二
年
七
月
二
十
三
日
発
行
）
の
奥
書
か
ら
み

ら
れ
な
く
な
り
、
盬
井
高
富
が
社
主
兼
編
集
長
と
し
て

発
行
に
あ
た
っ
た
。
斉
藤
日
一
が
編
輯
長
を
辞
め
た
原

因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
『
妙
法
新
誌
』

第
五
十
七
号
（
一
八
八
二
年
七
月
十
三
日
発
行
）
に
次

の
記
載
が
あ
る
。

　
　

 

弊
社
の
斉
藤
日
一
ハ
本
誌
第
五
十
二
号
雑
報
欄
内

い
の
曾
て
一
己
我
慢
の
僻
説
と
主
張
し
云
云
の
件

に
付
去
る
七
日
東
京
軽
罪
裁
判
所
へ
御
召
喚
に
な

り
た
る
故
其
の
始
末
を
逐
一
申
上
謹
で
退
廷

　

こ
れ
に
よ
る
と
『
妙
法
新
誌
』
第
五
十
二
号
（
一
八

八
二
年
五
月
二
十
三
日
発
行
）
雑
報
の
中
で
書
い
た
一

文
が
要
因
で
訴
訟
問
題
と
な
り
、
東
京
軽
罪
裁
判
所
に

出
頭
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
書
の
中

で
「
此
頃
甲
州
都
留
郡
殿
上
と
い
う
処
に
草
庵
を
構
へ

只
管
無
智
蒙
昧
の
徒
ら
を
欺
瞞
し
巨
額
の
金
を
貪
意
気

揚
々
と
し
て
独
り
自
負
し
お
る
よ
し
な
る
か
」
と
あ

り
、
こ
う
し
た
内
容
が
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
訴
訟
結
果
に
つ
い
て
は
『
妙
法
新
誌
』
六
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十
六
号
（
一
八
八
二
年
十
月
十
三
日
発
行
）
に
「
刑
法

第
三
百
五
十
八
条
に
照
さ
れ
重
禁
錮
廿
日
罰
金
六
円
を

申
し
付
ら
れ
た
り
」
と
あ
り
、
編
輯
長
の
斉
藤
日
一
が

敗
訴
と
な
っ
て
禁
錮
・
罰
金
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ

の
「
刑
法
第
三
百
五
十
八
条
」
と
は
誹
毀
罪
で
、
本
誌

第
五
十
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
文
書
が
今
日
で
言
う
名
誉

毀
損
罪
に
相
当
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
な
お
、
編

輯
長
が
変
わ
っ
て
も
誌
面
の
内
容
や
発
行
回
数
は
変
わ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

四　

む
す
び
に
か
え
て

　

現
在
確
認
で
き
る
『
妙
法
新
誌
』
は
一
八
八
四
（
明

治
十
七
）
年
十
一
月
十
三
日
に
発
行
さ
れ
た
第
百
二
十

三
号
ま
で
で
、
最
後
の
発
行
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
不
明

で
あ
る
。
但
し
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
十
二
月

二
日
に
創
刊
さ
れ
た
『
日
蓮
宗
教
報
』
第
一
号
に
「
妙

法
新
誌
の
儀
は
こ
の
教
報
発
兌
の
後
は
之
に
合
併
発
刊

仕
候
間
此
段
広
告
仕
候
也
」
と
い
う
広
告
が
広
宣
社
社

主
盬
井
高
富
の
名
で
掲
載
さ
れ
、
新
た
な
に
発
行
さ
れ

た
『
日
蓮
宗
教
報
』
に
そ
の
役
目
が
引
き
継
が
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
『
日
蓮
宗
教
報
』

発
行
に
至
る
経
緯
や
そ
の
誌
面
構
成
、
発
行
者
等
に
つ

い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
が
、『
妙
法
新
誌
』
以
上
に
日

蓮
宗
と
の
結
び
つ
き
が
強
め
ら
れ
た
と
と
も
に
、
時
代

に
即
応
し
た
機
関
誌
・
布
教
誌
と
し
て
の
役
割
を
果
た

そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
創
刊
当
初
の
各
号
誌
面
か
ら

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
『
妙
法
新
誌
』
か
ら
は
じ
ま
っ
た
日
蓮
宗
の
機

関
誌
・
布
教
誌
は
、『
日
蓮
宗
教
報
』
を
経
て
『
日
宗

新
報
』
へ
受
け
継
が
れ
た
が
、
そ
の
発
行
か
ら
既
に
百

年
以
上
が
経
過
す
る
今
日
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
が
「
雑

誌
」
と
い
う
性
質
か
ら
、
読
み
終
え
た
後
に
処
分
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
そ
の
結
果
、
一
部
の
『
妙
法

新
誌
』『
日
蓮
宗
教
報
』『
日
宗
新
報
』
は
欠
号
と
な
り

所
在
が
把
握
で
き
て
い
な
い
。

　

明
治
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
日
蓮
宗
の
み
な
ら
ず
日

蓮
系
宗
派
の
動
向
を
知
る
上
で
、
重
要
な
資
料
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
各
誌
は
、
そ
の
誌
面
か
ら
日
蓮

宗
の
教
育
機
関
に
関
連
す
る
記
述
が
多
数
み
ら
れ
、
立

正
大
学
の
歴
史
を
紐
解
く
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
残
念
な
が
ら
、
現
段
階
で
は
全
て
の
所
在
を
知
る

こ
と
は
適
わ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
立
正
大
学
史
編
纂
室

で
は
専
門
員
が
中
心
と
な
っ
て
、
研
究
機
関
・
寺
院
等

の
調
査
を
行
い
欠
号
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
発
見
し
て

き
た
。
近
い
将
来
に
は
そ
の
全
容
を
解
明
す
べ
く
、
史

編
纂
室
の
今
後
の
調
査
・
収
集
に
期
待
を
寄
せ
た
い
。




